
担い手のみなさまへ 農地整備の要望を取りまとめしています！

農振農用地の次の条件に合う農地は優先的に実施されます。この事業を希望する方は
倉敷市耕地水路課までご相談ください。［お問い合わせ先：耕地水路課（０８６－４２６－３４４１）］

事業内容

１ 定率助成（農地・農業水利施設の整備 等）

工事の内容 負担率

農地の区画変更を伴う農地整備 ５％

その他の農地整備（注） １５％

老朽化した水路の整備 ０％（負担なし）

※工事費に上表の率を乗じた額が受益者負担となります。

★ポイント
受益者から分担金をいただき、市が工事を
実施します。

分担金を負担してでも
耕作条件の改善を図り
たいなぁ

水路が整備された農地
なら借りて耕作したい
なぁ

耕作条件を改善した隣の
農地を借りることで規模の
拡大ができた！！

事業実施後

２ 定額助成（畦畔除去等による田・畑の区画拡大 等）

工事の内容 助成額

畦畔撤去で区画拡大 18.0万円/10a

暗渠排水 12.0万円/10a

※一部抜粋

★ポイント
自力施工の簡易整備に助成します。

営農が一段落ついたし、
すぐに規模の拡大を
検討したいなぁ

米以外の作物を作るために
田んぼの水はけを
よくしたいなぁ

自力施工で簡単な整備が
助成を得ながら実施する
ことができた！！

事業実施後

◆事業の詳細について

１ 事業対象者
担い手の方々（「地域計画（人・農地プラン）」への掲載が見込まれる地域の中心経営体、認定農業者、特定農業法人、

認定新規就農者）
２ 実施要件
（1） 対 象：農地中間管理機構による農地の集積を行う農地（農振農用地）
（2） 事業費：１地区あたり200万円以上
（3） 受益者：農業者２者以上
（4） その他：倉敷市農業振興ビジョンに整合していること

地元調整された事業計画（ゾーニング、団地化の検討等）であること
事業効果が見込まれること

※なお、この募集は、事業の実施を必ずお約束するものではありません。実施要件や国の予算の
動向等により実施できない場合もありますのでご了承ください。
※なお、この募集は、事業の実施を必ずお約束するものではありません。実施要件や国の予算の
動向等により実施できない場合もありますのでご了承ください。

（注）その他の農地整備は、暗渠排水・土層改良・
農地造成・区画拡大などがあります。

ＨＰはこちら

（注）受益地内全ての農地で水稲以外の作物を
作付することで助成額は２倍となります。

（注）新植・改植支援等の助成もあります。


